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業務規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（休業日及び半休日） 

第３条 本所は、次に掲げる第１号から第７号

までの日を休業日とし、第８号及び第９号の

日を半休日とする。 

 （１）・（２） （略） 

 （３） 国民の祝日が日曜日に当たるときは、

その日後においてその日に最も近い国民の祝

日でない日 

 （４）～（９） （略） 

２・３ （略） 

（休業日及び半休日） 

第３条 本所は、次に掲げる第１号から第７号

までの日を休業日とし、第８号及び第９号の

日を半休日とする。 

 （１）・（２） （略） 

 （３） 国民の祝日が日曜日に当たるときは、

その翌日 

 

 （４）～（９） （略） 
２・３ （略） 

 
付  則 

 この改正規定は、平成１９年１月１日から施行

する。 
 

 
 

 


